
様式第十二 (第五十人条第四項関係)

要措置区域台帳

備考 1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2「要措置区域内の上壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行つた日、当該試料の測定の結果等を記載 した書類を添付す

ること。

町田市

町田市成瀬 2206番 1の一部

2014年 6月 13日 、 2015年 2月 2日

87.86rだ

有

法第14条第3項の規定に基づき指定された要措置区域である。

指定調査機関の名称

株式会社オオス ミ

汚染土壌の処理方法

埋立処理施設、分別等
処理施設にて処理

適合 しない基準項目

有量基準 出量基 ・第二溶出量基準

含有量基準 `溶 出量基準 。第二溶出量基準

含有量基準・溶出量基準・第二溶 出量基準

含有量基準 。溶出量基準・第二溶 鵬量基準

含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準

土壌搬出

0 征

有 i無

有・無

有 。無

面積

実施者

株式会社 オーディオ
テクニカ

事業場敷地

所在地

土地の形質の変更の種類

汚染上壌 の掘削除去
(指示措置等として行われる土地の形質の変買)

指定年月 日・指定番 2014年 6月 13日 ・要-3

指定た係る特定有害物質の種類

鉛及びその化合物

地下水汚染の有無 (土壌溶出量基準不適合の場合 )

法第14条第 3項の規定に基づき指定された要措置区域にあつては、その旨

試料採取等を省略した上壌汚染状況調査の結果により指定された要措置区域
にあつては、その旨及び当該省略の理由

完了時期

2014年 10月 14口

報告受理年月日

2014年‐6月 10日

届出 (着手)時期

2014年 9月 16園

整 -26-1

調製・訂正年月 日

要措置区域の概況

要措置区域内の

土壌の汚染状態

土地の形質の変
更の実施状況

整理番号
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掘削範囲
搬出範囲

基準不適合を示す。
「―」 :分析対象外を示す。

※概況調査深度はGレ 13m～ GL-18m

(排水管底深度GL-13m)
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図‐1.2掘削除去する範囲および深さ
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③ 汚染土壌掘削除去工事

汚染土壌を全量掘削除去した。汚染土壌は汚染土壌処理施設に搬出し処理した。

掘削除去完了後、掘削範囲を購入土、仮置きした 0～-0.5mの健全土により、現地表面まで埋め戻し・

整地を行った。

掘削範囲内に存在したコンクリート製の埋設物に付着する汚染土壌は、入力によリケレンした。

C棟

掘削範囲

山留打設範囲

【環境保全対策】

土壊の飛散防止または区域外への拡散を防止するた

め、仮囲いの設置、敷鉄板の敷設を行つた。作業時は適

宜散水を行つた。タイヤに付着した汚染上壊は敷鉄板上

にて乾式洗浄を行い、汚染土壊は適切に搬出処分し

た。また、運搬時は荷台のシート養生を行つた。

出入口

公道

既存アスファル ト舗装及び敷き

鉄板通路

直接積込
バックホウ

※適宜散水実施

敷鉄板

2.Om

地下水面

GL-26m

付近
汚染区画

現地表面まで埋め戻し

図‐3.2.2 汚染土壌掘削除去の概要図




